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国
民
健
康
保
険
（
以
下
、
国
保
）
は
、
加

入
者
の
皆
さ
ん
に
納
め
て
い
た
だ
く
国
民
健

康
保
険
税
（
以
下
、
国
保
税
）
な
ど
を
財
源

と
し
て
運
営
し
て
い
ま
す
。

※
国
保
税
は
、
基
礎
分
（
医
療
給
付
分
）、
後

　

期
高
齢
者
支
援
金
分
、
介
護
納
付
金
分
（
40

　
〜
64
歳
の
加
入
者
の
み
）の
合
算
額
で
す
。

　

市
は
、
国
保
税
の
税
率
及
び
課
税
限
度
額

を
、
平
成
23
年
度
の
改
正
後
、
3
年
間
据
え

置
い
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
財
政
運
営
の

健
全
化
を
図
る
た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
、

税
率
及
び
課
税
限
度
額
を
改
正
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
（
下
表
参
照
）。

※
1
世
帯
当
た
り
の
年
額
保
険
税
は
、
所
得

　

割
額
、
資
産
割
額
、
均
等
割
額
、
平
等
割

　

額
の
4
つ
の
計
算
方
法
を
合
算
し
て
決
ま

　

り
ま
す
。

　
加
入
者
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

★
平
成
26
年
度
の
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税

　
通
知
書
は
、
7
月
に
発
送
し
ま
す
。
届
い

　
た
ら
内
容
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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平成26年度から

国民健康保険税の税率など
　　　　　　　　が変わります！

国
民
健
康
保
険
税
と
は
？

財
政
運
営
が
厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す

　
国
保
は
、
国
保
税
の
ほ
か
、
国
・
県
の
負

担
金
や
、
市
の
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入
金
を

財
源
と
し
て
運
営
す
る
こ
と
が
法
律
で
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
医
療
技
術
の
高

度
化
、
高
齢
化
の
進
展
な
ど
に
よ
り
、
医
療

費
な
ど
が
年
々
増
加
し
、
法
律
で
定
め
ら
れ

た
金
額
以
上
に
一
般
会
計
か
ら
の
繰
り
入
れ

を
行
っ
て
い
ま
す
。

税
率
な
ど
を
見
直
し
ま
す

保険証

〈医療給付総額の推移〉

〈法定外繰入金の推移〉

　国民健康保険は、皆さんが病気や怪我をしたときに、安心して医療
機関にかかることができるよう、お互いに助け合う医療保険制度です。
　今回は、税率の変更や医療費の負担軽減の方法などについてお知ら
せします。

所得割率 資産割率 均等割額 平等割額 課税限度額
加入者の前年所得から
計算した基準総所得金
額（※）に乗じる税率

加入者の当年度固定
資産税額（土地、建
物）に乗じる税率

加入者 1人当たりの
税額

加入世帯 1世帯当た
りの税額

所得割額、資産割額、
均等割額、平等割額
の合計金額の限度額

基礎分（医療給付分） 4.5％→5.0％ 22％→15％  1万9,500円
→ 2万3,400円

 1万5,000円
→ 1万5,600円 50万円→51万円

後期高齢者支援金分 2.1％→2.2％ 8％→廃止 　　　9,000円
　　→9,600円

　　　6,000円
　　（変更なし） 13万円→14万円

介護納付金分 1.3％→1.7％ －  1万2,600円
→ 1万3,200円 － 10万円→12万円

※基準総所得金額とは、前年の総所得金額などから基礎控除額33万円を差し引いた金額です。

国民健康保険税の税率などの変更内容
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低
所
得
者
へ
の
国
保
税
の
負
担
を
減
ら
す

た
め
、
世
帯
主
及
び
そ
の
世
帯
の
国
保
加
入

者
（
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
を
含
む
）
の
所

得
の
合
計
額
が
一
定
金
額
以
下
の
場
合
、
そ

の
世
帯
の
均
等
割
額
と
平
等
割
額
の
7
割
、

5
割
ま
た
は
2
割
を
軽
減
し
て
い
ま
す
。

　

平
成
26
年
度
か
ら
、
国
の
制
度
改
正
に
よ

り
、
5
割
と
2
割
の
軽
減
対
象
に
な
る
所
得

基
準
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
で
、
軽
減
対
象

世
帯
が
拡
充
さ
れ
ま
す
（
左
表
参
照
）。

※
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は
、
後
期
高
齢

　

者
医
療
の
被
保
険
者
に
な
っ
た
こ
と
で
国

　

保
資
格
を
失
っ
た
人
で
、
引
き
続
き
同
一

　

世
帯
に
属
す
る
人
の
こ
と
で
す
。

▼
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
）

　
と
は
？

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
、
新
薬
（
先

発
医
薬
品
）
の
特
許
期
間
が
過
ぎ
た
後
、

同
じ
有
効
成
分
・
用
法
用
量
で
、
同
等
の

効
果
を
持
つ
こ
と
を
国
か
ら
認
め
ら
れ
た

薬
の
こ
と
で
す
。

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
選
ぶ
こ
と
で
、

被
保
険
者
と
保
険
者
（
富
士
市
）、
そ
れ

ぞ
れ
の
医
療
費
負
担
を
減
ら
す
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。

▼
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更
方
法

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の
変
更
に
つ

い
て
は
、
か
か
り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師

に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
平
成
26
年
4
月
2
日
以
降
に
70
歳
の
誕
生

　
日
を
迎
え
る
人
（
誕
生
日
が
昭
和
19
年
4

　
月
2
日
以
降
の
人
）
は
、
70
歳
の
誕
生
月

　
の
翌
月
（
た
だ
し
、
各
月
1
日
が
誕
生
日

　
の
人
は
そ
の
月
）
か
ら
、
病
院
に
か
か
っ

　
た
と
き
の
窓
口
負
担
が
2
割
に
な
り
ま
す
。

※
高
齢
受
給
者
証
の
一
部
負
担
金
の
割
合
欄

　
に
、
2
割
と
表
示
さ
れ
ま
す
。

●
誕
生
日
が
、
昭
和
19
年
4
月
1
日
以
前
の

　
人
は
、
75
歳
に
な
る
ま
で
引
き
続
き
、
病

　
院
に
か
か
っ
た
と
き
の
窓
口
負
担
が
1
割

　
に
な
り
ま
す
。

※
高
齢
受
給
者
証
の
一
部
負
担
金
の
割
合
欄

　
に
、
2
割 （
特
例
措
置
に
よ
り
1
割
）
と

　
表
示
さ
れ
ま
す
。
　

※
一
定
の
所
得
が
あ
る
人
は
、
こ
れ
ま
で
ど

　
お
り
3
割
負
担
で
す
。

　
ふ
え
続
け
る
医
療
費
を
少
し
で
も
抑
制
し
、
被
保
険
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
の
方

法
を
紹
介
し
ま
す
。
　

※

低
所
得
者
の
軽
減
制
度
の
拡
充

軽減対象になる所得基準額

※被保険者数には、特定同一世帯所属者を含む。

◆
医
療
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に

今
、
使
用
し
て
い
る
薬
を
、
ジ
ェ
ネ
リ

ッ
ク
医
薬
品
に
変
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

問
い
合
わ
せ
／
国
保
年
金
課
　
●
国
保
税
に
つ
い
て
　
賦
課
担
当
　
☎（
55
）2
7
5
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
や
特
定
健
診
、
高
齢
受
給
者
証
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
保
険
給
付
担
当
　
☎（
55
）2
7
5
1

　

5（
51
）2
5
2
1

▼
特
定
健
診
受
診
券
が
届
き
ま
す

　

特
定
健
診
の
対
象
者
に
は
、
5
月
末
ま

で
に
受
診
券
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
受
診
券
を
利
用
す
る
と
、
病
院
で

1
万
円
く
ら
い
か
か
る
検
査
内
容
を
1
0

0
0
円
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
12

月
6
日
（
土
）
ま
で
使
え
ま
す
の
で
、
紛

失
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

Ｑ
特
定
健
診
を
受
け
る
時
間
や
費
用
が
も

　
っ
た
い
な
い
！

Ａ
何
ら
か
の
病
気
の
進
行
に
気
づ
け
ず
通

　
院
や
入
院
が
必
要
に
な
っ
た
場
合
、
健

　
診
に
か
か
る
時
間
や
費
用
の
何
倍
も
の

　
負
担
が
か
か
り
ま
す
。

※
健
診
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
、
「
広
報

　

ふ
じ
5
月
5
日
号
」
で
お
知
ら
せ
し
ま

　

す
の
で
、
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
を
少
な
い
負
担
で
受
け
ら

れ
ま
す
！

（高齢受給者証の記載例）
　
70
歳
に
な
る
と
、
病
院
に
か
か
っ

た
と
き
の
窓
口
負
担
が
変
わ
り
ま
す

軽減の割合 所得基準額

7割軽減 33万円以下（改正なし）

5割軽減
改正後 33万円+24.5万円

  ×被保険者数（世帯主を含む）

改正前 33万円+24.5万円
  ×被保険者数（世帯主を除く）

2割軽減
改正後 33万円+45万円×被保険者数

改正前 33万円+35万円×被保険者数


